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令和６年度山形市監査計画 

 

１ 監査事務を取巻く状況   

山形市では、「健康医療先進都市」と「文化創造都市」の２つのビジョンに基づくまちづく

りが進められているところである。令和６年度は、これらを掲げる「山形市発展計画２０２

５」の最終年度となることから、重点政策目標の達成に向けた取り組みを推進するとともに、

次期計画の策定にも取り組むこととなる。さらには、国における、こども・子育て施策の抜本

的な強化やデジタル変革（ＤＸ）の加速化への対応や、防災・減災を始めとする安全・安心な

暮らしの実現など、今後も多くの行政需要が増加することのほか、物価高騰等による費用の増

加も見込まれることから、持続的発展が可能な財政運営を行っていくためには、より一層の効

率的・効果的な行政経営が求められる。 

監査等を行うにあたっては、山形市監査基準に従い公正不偏の立場に立ち、法令に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げているかという視点が重要となる。また、令和５年度

は、新型コロナウイルス感染症の影響により休止や縮小されていた多くの事業が再開され通常

開催となっているなど、従来の事業実施状況に戻ってきていることから、リスクの高い分野の

監査に人的及び時間的資源を重点的に振り向け、引き続き効率的かつ効果的に行うことに留意

しながら、監査機能の充実強化を図り、市民の信頼を高めていかなければならない。 

 

２ 基本方針 

監査委員は、次の方針に基づき監査を実施する。 

⑴ 山形市監査基準に基づき、公正で合理的かつ能率的な行政運営を実現するため、単に違

法、不正の指摘にとどまらず、是正改善の指導に重点を置いて監査等を実施する。 

⑵ 監査の実効性を確保するため、監査結果に基づく措置状況を適切に把握し、その後の監

査に反映させる。 

⑶ 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、リスクの内容及び程度を検討した上で、適

宜、より適切な監査手法となるよう努めるとともに、研修等により事務局職員の監査に

関する専門的な知識の向上を図る。 

⑷ 市民に対する説明責任を果たすため、監査結果を市民にわかりやすく公表する。 
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３ 年間監査計画 

令和６年度の年間監査計画は、次のとおりとする。 

⑴  定例監査（財務監査）（地方自治法（以下「法」という。）第199条第1項、第4項） 

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の定めるとこ

ろに従って適正に行われているか（合規性）を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有

効性の観点にも留意して監査を実施する。 

ア 監査対象の年度 

令和５年度分の事務事業等を対象とする。 

必要があると認めるときは、他の年度の事務事業等を監査の対象とする。 

イ 監査対象の部課等及び実施時期 

別表「令和６年度年間監査計画表」のとおりとする。  

なお、実施時期の考え方は、次のとおりとする。 

（ア） 原則として、部等に対しては、毎年実施する。課等に対しては、３年に１回実施す

る。 

（イ） 市立病院済生館事務局に対しては、２年に１回実施する。 

（ウ） 会計管理者補助組織、議会事務局、選挙管理委員会及び農業委員会に対しては、３

年に１回実施する。 

（エ） 保育園、小学校及び中学校に対しては５年に１回、公民館に対しては４年に１回実

施する。 

ウ 重点事項  

これまでの定例監査及び決算審査等の結果からリスクの内容及び程度を考慮した上

で、内部統制の運用・整備状況を踏まえ、次のとおりとする。 

業務委託契約事務 

・ 随意契約及び一者見積りの理由が明確に記載されているか。 

・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、

これらの内容は適正か。 

 

⑵  随時監査（財務監査）（法第199条第1項、第5項）  

監査委員が必要と認めるとき、定例監査に準じて実施する。 

また、定例監査において、続けて同様の指摘を受けている課等に対しては、その指摘事
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項について監査を実施する。 

 

⑶  工事監査（財務監査）（法第199条第1項、第5項） 

市の事務事業の執行に係る工事について、計画、設計、積算、契約、施工、工事監理等

の各段階において、財務事務・技術面から適正に行われているかを主眼とし、経済性、効

率性、有効性の観点にも留意して監査を実施する。 

監査の対象とする工事の基準は、次のとおりとし、具体的な工事及び実施時期は、別途

監査委員会議で決定する。 

ア 設計金額が概ね２，０００万円以上の工事 

イ 監査実施日における工事の進捗率が４０％～８０％の工事 

   ウ 前記以外に特に必要と認められる工事 

 

⑷  行政監査（法第199条第2項）   

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従っ

て適正に行われているかを主眼として定例監査の中で個別に実施する。 

監査の対象とする事務は、定例監査の対象課における特定のテーマに係る事務事業とす

る。 

テーマ 各種団体等の経理事務 

・ 団体の運営に必要な会則又は規約、経理事務等に関する規定は整備されているか。 

・ 経理事務に係るチェック体制は構築されているか。 

 

⑸  財政援助団体等監査（法第199条第7項）   

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金

の元金又は利子の支払を保証している団体及び公の施設の管理を行わせている団体等に対

し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか

を主眼として監査を実施する。 

ア 監査対象の年度等 

令和５年度分の事務事業等を対象とし、合わせて、所管課の当該財政援助団体等への

財政的援助等に関する事務も監査の対象とする。 

必要があると認めるときは、他の年度の事務事業等を監査の対象とする。 
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イ 監査対象の団体等 

別表「令和６年度年間監査計画表」のとおりとする。  

なお、監査対象団体及び実施時期の考え方は、次のとおりとする。 

（ア） 財政援助団体 

監査対象団体は、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体のう

ち、１千万円以上の運営費補助を受けている団体とし、実施時期は、概ね５年に１回

とする。 

（イ） 出資団体 

監査対象団体は、出資総額に対する出資の割合が２５％以上の団体とし、実施時期

は、 概ね５年に１回とする。 

（ウ） 借入金の元金又は利子の支払を保証している団体 

監査対象団体は、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体とし、実施時期

は、概ね５年に１回とする。 

（エ） 公の施設の指定管理者 

監査対象団体は、全ての指定管理者とし、実施時期は、概ね５年に１回とする。 

（オ） その他必要があると認める団体 

監査対象団体は、上記（ア）を除く財政的援助を与えている団体のうち必要と認める

団体とし、実施時期は、必要と認めるときとする。 

ウ 重点事項 

これまでの財政援助団体等の監査結果等に基づき、次のとおりとする。 

（ア） 財政援助団体 

・ 補助金等に係る収支会計経理は、適正に行われているか。 

（イ） 出資団体 

・ 会計経理及び財産管理は、適正に行われているか。 

（ウ） 借入金の元金又は利子の支払いを保証している団体 

・ 借入金の保証に係る収支会計経理は、適正に行われているか。 

（エ） 公の施設の指定管理者 

・ 協定等に基づく義務の履行は、適正に行われているか。 

・ 管理に係る収支会計経理は、適正に行われているか。 

・ 管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されているか。 
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⑹  決算審査（法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項） 

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行、財産管理の状況及

び経営成績、財政状態等について審査を実施する。 

 

⑺  例月出納検査（法第235条の2第1項、山形市監査委員条例第8条） 

条例で定めた日（毎月原則２５日）に、市長、会計管理者、上下水道事業管理者及び病

院事業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するととも

に、現金の出納事務が、適正に行われているかについて検査を実施する。 

 

⑻  基金運用審査（法第241条第5項） 

基金の運用の状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用がその設

置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかについて審査を実施する。 

 

⑼  健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22

条第1項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が、

法令に適合し、かつ、正確であるかについて審査を実施する。 

 

⑽  請求又は要求に基づく監査 

住民の直接請求（法第75条）、議会の請求（法第98条第2項）、市長の要求（法第199条

第6項及び第7項）、住民監査請求（法第242条）、市長又は企業管理者の要求（法第243条

の2の8第3項又は地方公営企業法第34条）があった場合、当該法令の規定に基づきその都

度判断し、監査を実施する。 

 

⑾  その他 

監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程 

で新たな事実を発見した場合、必要に応じて、監査実施体制の変更等を行う。 
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４ 監査の実施方法 

監査に当たっては、書類監査及び監査委員による聞取りを行い、必要に応じて現場調査を

実施する。 

また、監査の結果に関する報告の決定前に講評を行い、関係部等の長から弁明、見解等を

聴取する機会とする。 

 

５ 監査結果 

⑴  監査結果の公表等（法第199条第9項、第14項） 

監査結果については、指摘の根拠及び求める是正・改善内容を明確に記載するなど、市

民に対して、わかりやすいものとする。 

監査結果に対する措置状況については、できるだけ具体的な内容を求めるものとし、そ

の報告期限は、原則として１カ月後とする。 

公表については、山形市掲示場に掲示するとともに、市のホームページにも速やかに掲

載する。 

 

⑵  監査結果の周知 

職員研修の機会等を捉えて監査結果の具体的事例を示すことで業務の改善につなげると

ともに、グループウェアシステム等を利用して情報の共有化と再発防止の徹底を図る。 



別表 令 和 ６ 年 度 年 間 監 査 計 画 表 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

定例監査 上 下 水 道 部 こども未来部 福 祉 推 進 部 商 工 観 光 部 環 境 部 総 務 部 財 政 部 農 林 部

業務課 保育育成課 長寿支援課 ブランド戦略課 ごみ減量推進課 秘書課 農村整備課

水道建設課 （保育園） 障がい福祉課 東京事務所 防災対策課

浄化センター つばさ 教 育 委 員 会 工事検査課 契約課 農 業 委 員 会

高楯 選挙管理委員会 社会教育青少年課

学校給食センター 市 民 生 活 部 企 画 調 整 部 消 防 本 部

教 育 委 員 会 （小学校） 消費生活センター 公共交通課 総務課

（公民館） 第二 通信指令課

南部 第四 健 康 医 療 部 文化スポーツ部 西消防署

北部 第六 健康増進課 文化創造都市課

住宅政策課 第八 母子保健課

西山形 都 市 整 備 部

市立病院済生館 村木沢 河川整備課

管理課 大曽根

（中学校）

第一

金井

高楯

随時監査 商 工 観 光 部

観光戦略課

工事監査

行政監査
（定例監査の
　中で実施）

（株）夢の公園

決算審査 棚 卸 立 会

財政部

市立病院済生館

上下水道部

略号･･･株：株式会社、一財：一般財団法人

健全化判断
比率等審査

財政援助
団体等監査

例月出納
検査

毎月２５日

基金運用
審査

資産マネジ
メント課

ま ち づ く り
政 策 部

  まちづくり
政策課

（一財）山形市
都市振興公社


